
消防職員などが玄関先で家庭の防災対策の 
状況を聞き取り､必要な対策を提案します｡防
災対策に取り組むきっかけとして､家具の転
倒防止器具などの防災用品を1つ無償で後日
配付
日程 来年3月まで
対象 市内67学区

問合 消防局消防課☎972-3543 FAX951-8463

01 南海トラフ巨大地震から生き延びる！
戸別訪問を実施します！　　

消防局職員を装った詐欺にご注意ください｡職員が費用を請求することは
一切ありません。訪問時には､制服を着用し､身分証を携帯しています｡不審
に思われる場合は､身分証の提示を求めてください。

オンラインでの申し込み(4/1〜)
①市ウェブサイトから申請フォームに
　アクセス
②購入時の領収書などをアップロード
③必要事項を入力、確認のうえ申請

紙の申請書での申し込み(4/1〜)
①区役所か市ウェブサイトで申請書を入手（4/1～）
② 購 入 時 の 領 収 書 な ど 必 要 書 類 を そ ろ え て

ス ポ ー ツ 市 民 局 地 域 安 全 推 進 課 に 郵 送 か
直接区役所地域力推進課に提出

※補助を受けるにはテキストの学習が必要です。
テキストは紙の申請書の付属冊子か市ウェブサイ
トで確認できます。

対象 市内在住で安全基準を満たした新品のヘルメット(※)を2/16(金)〜来年2/28(金)に購
　　入した(インターネットで購入した場合は領収書の注文日が同期間の)方
　　※SG･JCF･CE(EN1078)･GS･CPSCマークのついた自転車乗車用ヘルメット
　　●個人間売買･フリーマーケットサイトなどで購入された方や令和5年度以前に同補　
　　　助を受けた方は対象外。予算の上限に達した場合、期間中であっても補助を終了する場
　　　合があります。

問合 スポーツ市民局地域安全推進課 ☎972-3040 FAX972-4823

05 自転車乗車用ヘルメット購入費用の2分の1(上限2,000円)を補助します！　　

大人も子どもも自転車に乗るときは自転車乗車用ヘルメットを着用しましょう。

ヘルメットの正しいかぶり方

申請
方法

正しい角度で
左右均等に

顎
あ ご

ひもは
必ず締める

耳元のひもは
ねじれない
ように

 一人一人が立ち止まって利用すること
が､皆さんが安全にエスカレーターを利
用できることにつながります｡

　エスカレーターの利用者は、右側か左側かを問わず、踏段上に立ち止まっ
　て利用しなければなりません(第8条)

　エスカレーターの利用者は、事故等を防止するため、エスカレーターの安
　全利用に努めなければなりません(第5条)
 
問合 スポーツ市民局消費生活課
　　☎222-9679 FAX222-9678

03 エスカレーターは右側も左側も
立ち止まって利用を!　　

エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例(主な内容)

利用者の責務

利用上の義務

条例の全文はこちら→

エスカレーターを
歩くと…転倒したり､
接触により
周りの方が怖い
思いをすることも

立ち止まり
左右に乗るのが

ナゴヤ流

がんの大きさが2cmの早期のうちに発見できれば､がんが完治する可能性
がとても高くなります｡早期発見には定期的な検診が大切です｡
●がんの進行と自覚症状がでるまで

対象

4/1時点で次の年齢の方に、無料クーポン券(有効期限は来年3/31まで)を
6月頃に送付する予定です｡
　　(胃がん検診）40･45･50･55･60歳
　　(前立腺がん検診) 50･55･60歳の男性
　　(肺がん検診) 40･45･50･55･60歳
　　(大腸がん検診) 40･45･50･55･60歳
　　(子宮頸がん検診) 20･25･30･35･40歳の女性
　　(乳がん検診) 40･45･50･55･60歳の女性
　　※40･45歳の胃がん検診はエックス線検査のみ

がん検診に関するさまざまな問い合わせを受け付ける
日時 祝休日を除く月曜日～金曜日午前8:45～午後5:15
問合 健康福祉局健康増進課☎263-3124 FAX263-3125

02 健康のために がん検診を受けましょう　　

定期的にがん検診を受けることが重要！

無料クーポン券で受けられるがん検診が3種類から6種類に！　

今回から拡大！

自
覚
症
状
の
出
現

10〜20年 1〜2年

早期がんが
発見できるのは
この期間です

1つのがん細胞が1cmの大きさになる

※文部科学省「がん教育推進のための教材 補助教材」より抜粋

2cmになる

細胞が
変異する

がんが検診で見つかる
大きさになる

がん

「がん検診サポートセンター」を開設☎263-3120 FAX263-3125　

支給額は1世帯あたり10万円（1回のみ）
対象 令和5年度住民税課税(均等割のみ)世帯

04 住民税課税(均等割のみ)世帯向け
緊急支援給付金

　　要件を満たしているが申請書が届かない場合は、コールセンターにご
　　連絡ください(市役所･区役所･支所に窓口はありません)。
受付 5/17(金)消印有効
問合 市緊急支援給付金コールセンター
　　☎050-3135-3260 FAX228-2774

非課税世帯は
対象外

令和5年1月1日時点で国内に居住し、12月1日
時点で本市に住民登録がある世帯

別世帯の令和5年度住民税課税者に税法上扶養
されていない世帯

令和5年度住民税課税（均等割のみ）世帯
（課税者の年税額5,300円）

対象世帯に申請書が届く

〈要件〉

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

対
象
外

戸別訪問の様子

ねじ式 粘着式 ストッパー式

・転倒防止器具の例

申し込み時の記入事項 ･　市ウェブサイトでの ID 検索などについては❼面上参照

❻ 広報なごや 令和 年6 4 月号


